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み
ん
な
で
進
め
る
ま
ち
づ
く
り

自
治
基
本
条
例
と
市
民
参
加
条
例

自
治
基
本
条
例

　

自
治
基
本
条
例
は
、
市
民
を
主

役
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
（
市
民
自

治
）
を
進
め
る
う
え
で
、
基
本
と

な
る
江
別
市
独
自
の
ル
ー
ル
で

す
。
江
別
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
の
基
本
的
な
考
え
方
や
、

ま
ち
づ
く
り
に
向
け
た
取
り
組
み

な
ど
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
を
主
役
と
し
た
ま
ち
づ
く

り
の
中
心
と
な
る
考
え
と
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ル
ー
ル
（
基
本

原
則
）
を
３
つ
決
め
、
そ
れ
に
基

づ
い
た
「
市
民
」
「
市
議
会
」
「
市

役
所
」
の
役
割
な
ど
が
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

基本原則

①情報共有

②市民参加・協働

③信託と責任

市議会 市役所

市民

市
民
参
加
条
例

　
市
民
が
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
し

や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
の

ル
ー
ル
と
し
て
平
成
27

年
に
「
市

民
参
加
条
例
」
を
制
定
し
ま
し
た
。

　

市
民
参
加
と
は
、
市
が
新
た
な

総
合
計
画
を
策
定
す
る
と
き
や
、

重
要
な
条
例
な
ど
を
制
定
・
改
定
・

廃
止
を
す
る
と
き
な
ど
、
私
た
ち

の
暮
ら
し
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
よ
う
な
こ
と
を
行
う
場
合
に
広

く
市
民
に
情
報
を
提
供
し
、
意
見

を
求
め
、
そ
の
意
見
を
市
の
取
り

組
み
に
反
映
さ
せ
る
制
度
で
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
市
政
に
参
加

す
る
ほ
ど
、
市
は
、
ま
ち
の
状
況

や
課
題
な
ど
に
対
す
る
市
民
の
意

見
を
よ
り
多
く
得
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
意
見
を
活

か
し
た
取
り
組
み
が
増
え
る
こ
と

に
よ
り
、
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
や

価
値
観
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
、
誰
も
が
住
み
や
す
い

江
別
の
実
現
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　市が公募する審議会や協議会などの委員

に応募し、会議の場で意見を出し合います。

　市が公表する重要な計画

などの案について、市に意

見を提出します。

　市が開催する市民向けの集会で説明

を聞き、その場で直接意見を述べるこ

とができます。

　ひとつのテーマについて、さまざまな立

場の市民が集まって意見を出し合い、意見

や提案をまとめて市に提出します。

　市が行うアンケート調査に回答すること

で、市民の意見や意向が、市の政策や事業

に活かされます。

　 　市の職員が市民

のもとへ出向き、市政

についてお話しする

「出前講座」や、議会

や審議会などの会議の

傍聴、「市民の声」で

思いを伝えることも、

市民のみなさんと市を

つなぐ市民参加の方法

です。

今年度は、旧町村農場

の改修や本庁舎の建設

に関するワークショッ

プが行われています。

実施中の案
件はこちら

転入アンケー

トやまちづく

りアンケート

が実施されて

います。

市民委員として会議に参加市民委員として会議に参加

意見公募（パブリックコメント）

への参加

意見公募（パブリックコメント）

への参加
市民説明会に参加市民説明会に参加

ワークショップに参加ワークショップに参加

アンケート調査への参加アンケート調査への参加

自治基本条例のイメージ図
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※ 上表は控除を受ける本人（パート給与収入がある人の配偶者）の合計所得が 900 万円以

下（給与収入のみの場合 1,095 万円以下）の場合です。

※ 控除を受ける本人（パート給与収入がある人の配偶者）の合計所得が 1,000

万円（給与収入のみの場合 1,195 万円）を超える場合は、配偶者控除・配偶者特

別控除は受けられません。そのほかの場合は市ホームページでご確認ください。

自分自身に税金がかかるか 配偶者控除の
対象になるか

配偶者特別控除
の対象になるか

住民税 所得税

100万円以下 かからない
かからない

なる
所得税控除額 38 万円

住民税控除額 33 万円100万円超103万円以下

かかる103万円超201.6万円未満

かかる ならない

なる
所得税控除額 3～ 38 万円

住民税控除額 3～ 33 万円

201.6万円以上 ならない

パート給与
収入金額

所
得
税
と
住
民
税

　

パ
ー
ト
の
給
与
収
入
が
、
年
間

１
０
３
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、

そ
の
年
に
所
得
税
が
か
か
り
、
年

間
１
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合

は
、
翌
年
に
住
民
税
が
か
か
り
ま

す
。
（
扶
養
控
除
な
ど
の
所
得
控

除
に
よ
っ
て
税
金
が
か
か
ら
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
）

配
偶
者
控
除
な
ど

　

今
年
中
に
夫
婦
双
方
に
収
入
が

あ
り
、
一
方
が
パ
ー
ト
労
働
の
場

合
、
パ
ー
ト
の
給
与
収
入
が
年
間

１
０
３
万
円
以
下
の
場
合
は
配
偶

者
控
除
、
年
間
２
０
１
万
６
千
円

未
満
の
場
合
は
配
偶
者
特
別
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

 
 
 
 
 
 

市
民
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課
市
民
税
係
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381-
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２

詳
細 パ

ー
ト
の

収
入
額
に
よ
っ
て

変
わ
り
ま
す

税
金
、
配
偶
者
の

控
除
は

　「手話の会」では、手指の動きや顔の表情などで表現する言語「手話」

を楽しく学び、広く伝えることを目指してさまざまな取り組みを行って

います。

　毎週水曜（夜）と木曜（昼）に行う例会では、会員同士や聞こえない

人たちと交流しながら、ゲームや手話歌、テキスト学習などで楽しく手

話を学んだり、聴覚障がいの問題について考える活動をしています。

　また、市内のイベントに参加して手話講座を開催したり、手話の普及

と理解促進を目指して平成 30 年 12 月に制定された「江別市手話言語条

例」を市民に PR する取り組みも行っています。

ふだんの生活にプラス 1 ここにもあるある！

協働のまちづくり
Part12

手話に出会い、手話で学ぶ

より良い地域を目指して、そこに暮らす人々が協力して取り組む

「協働のまちづくり」。わたしたちの身近で行われている取り組み

を紹介します。　　　市民生活課 ☎ 381-1124　詳細

活動のお問い合わせ：えべつ手話の会 　E-mail:ebetusyuwa@hotmail.com　

　健康保険の扶養に入ることができる条件は、自身の労働時間、労働日数、月額給与

などによって異なりますので、詳しくは勤務先にご確認ください。

税法上の扶養と健康保険の扶養は異なります
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